
 「黒い雨」訴訟 広島高裁判決（2021・7・14） 
 

２０１７年（平２９）最高裁判決について 

「法律審である最高裁が示すべき、いわゆる判例に該当するものでないこと

はもとより、飽くまで『一定の場所（爆心地から７・５ｋｍ以上１２ｋｍ以下の範

囲内の地域）に存在したこと』をもって、直ちに原爆の放射線により健康被害

を生じる可能性がある事情の下にあったということはできないなどとした原判

決の説示を是認したにとどまるものであり、『広島原爆の投下後の黒い雨に

遭った』ことをもって、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性があ

る事情の下にあったということができるかについて、何らの判断をしてい

るものではない。控訴人（国）らの主張が平２９年最高裁判決において正

当として是認されているなどとするのは、失当である。 
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